
協議第９号

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い（協定項目７）について

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて、別紙のとおり提出する。

平成１７年３月８日提出

東村・吾妻町合併協議会

会長 一場 貞



東村・吾妻町合併協議会の調整表

協議事項 ７ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて 整理番号 事務事業名

農業委員会員の定数及び任期の取扱いについては、次のとおりとする。

調整方針案 １．選挙による委員は、合併特例法第８条の規定による特例措置を適用し合併後１年間引き続き在任する。

２．特例措置適用後の定数を３０人以内とする。

３．報酬は合併時に再編する。

現 況
項 目 調整内容

東 村 吾 妻 町

１.農業委員会の 農業委員の定数は、選挙委員１０人、 農業委員の定数は、選挙委員１８人、 【調整区分】

委員の定数、任 選任委員（学識経験者）１人、農協理事１人 選任委員（学識経験者）３人、農協理事１人

期 の合計１２人 の合計２２人 【具体的な調整方針案】

任期については、３年(平成１４年７月２０ 任期については、３年(平成１４年７月２０

日から平成１７年７月１９日まで） 日から平成１７年７月１９日まで） 【調整方針の理由】

農家数 ３４４戸 農家数 １，４５９戸

経営面積 １９０ｈａ 経営面積 １，１７３ｈａ

２．委員報酬 地方自治法第２０３条の規定に基づき、特 地方自治法第２０３条の規定に基づき、特 【調整の区分】

別職で非常勤である農業委員に対して、報酬 別職で非常勤である農業委員に対して、報酬 合併時に再編する。

及び費用弁償を支給する。 及び費用弁償を支給する。 【具体的な調整方針案】

＜報酬＞ ＜報酬＞ ２町村の報酬の単価を統一する必要が

会 長 248,000円（年 額） 会 長 330,000円（年 額） あるため、新町において再編する。

会長代理 212,000円（ 〃 ） 会長代理 269,000円（ 〃 ） 【調整方針の理由】

委 員 199,000円（ 〃 ） 委 員 245,000円（ 〃 ） 農業委員会等に関する法律・非常勤職

＜費用弁償＞ ＜費用弁償＞ 員等の報酬及び費用弁償に関する条例に

村の旅費規程に準じて支払う。報酬につい 町の旅費規程に準じて支払う。報酬につい 定めており、統一する必要がある。

ては、年度末に支払う。 ては、３回に分けて支払う。



合併市町村の農業委員会の選挙による委員で、合併市町村の被選挙権を有することとなる者は、８０人を超えない範囲で定めた数の者に限り、合併後１

年を超えない範囲で定めた期間引き続き合併市町村の農業委員として在任することができます。

選任による委員については、何ら特例措置が設けられていませんので、合併後速やかに農委法に定める手続きにより選任できる委員を選出しなければなり

ません 【合併特例法第８条第１項】。

定数及び任期の取扱い

農業委員会の 旧町村の農業委

区 分 員会 特例の有無 委員の区分 選任方法等 定 数 任 期

全員失職する 政令で定める基準に従って４０人まで ３年（一般選挙の日

選挙による委員 新町設置の日から５０ の間で条例で定める数 から起算）

原 則 日以内に選挙を行う

新町に１つの農 旧町村の農業委 全員失職する 農業協同組合、農業共済組合が推薦し 上記の委員の任期満

業委員会を置く 員会は消滅する 選任による委員 合併後速やかに町長が た理事各１人、議会が推薦した識見を 了の日まで

場合 選任する 有する者４人以内

旧町村の委員が引き続 ２町村の協議により８０人の範囲内で 合併後１年を超えない

選挙による委員 き在任する 定める数 範囲内で協議により定

合併特例法 める期間

全員失職する 農業協同組合、農業共済組合が推薦し 上記の委員の任期満了

選任による委員 合併後速やかに町長が た理事各１人、議会が推薦した識見を の日まで

（特例なし） 選任する 有する者４人以内


